
 

個人情報保護法に基づき、ご提供いただきました個人情報は，ニューズレターや各種案内などを送付するため

にのみ使用し，退会のお申し出とともに適正に破棄いたします。 

特定非営利活動法人つくぼ片山家プロジェクト 入会申込書 
 

会員種別 （いずれかにレ点を記入ください） 

□正会員 □一般会員 □スポンサー会員（□法人名義 □個人名義） 
①入会金は 正会員：\5000   個人会員：無料   スポンサー会員：￥3000 
②年会費は 正会員：\5000   個人会員：\2000   スポンサー会員：法人 \10000 個人：\5000 
 
 なお年会費は年度ごと、毎年必要となります。また退会申請がない限り、会員資格は自動更新し年会費が発生します。 

 
太枠内は必ず記入ください また裏面の確認事項も必ずご確認のうえ、ご記入ください。 

 

（1）正会員：この法人の目的に賛同し、会の運営を担う者として入会した個人（議決権あり） 

（2）一般会員：この法人の事業に参加、協力するために入会した個人及び法人 

（3）スポンサー会員：この法人の事業資金面で協力するスポンサーとして入会した個人及び法人 

 

特定非営利活動法人つくぼ片山家プロジェクト 理事長 殿 

 

                                                       申込日      年      月      日  

フリガナ 

氏 名 
（法人の場合は代

表者氏名） 

                                  

 

住所又は居所 
〒 都・道・府・県 市・区・町・村 

（法人の場合は法

人名も記載）  

 TEL： 携帯： 

 E-mail  

希望する 

連絡方法 
□E-mail  □郵便   □電話 （いずれかにレ点を記入ください） 

       
【申込方法】入会ご希望の場合は下記のいずれかの方法でお申し込みください 
    ■イベント開催時等に申込み 当該用紙を記入のうえ、法人担当者までご提出ください。（入金完了次第、即日会員となれます） 
    ■郵送対応をご希望の方  〒710-0023 岡山県倉敷市帯高727 
                 NPO法人つくぼ片山家プロジェクト事務局 宛 
    ■電子メールでの対応をご希望の方 project.katayama@gmail.com  

電子メールの場合は、本申込書を添付するか、内容をメール本文に記載し、当該メールアドレス宛にご送信ください。 
 
【支払方法】イベント開催時等に窓口にて直接お支払いいただくか、下記の方法（銀行振込）でのご入金をお願いします。 

◆ 当事務局への本申込書を事務局へ送付後、1週間以内に下記口座にお振込みください。 
◆ 恐れ入りますが、振込手数料は会員様にてご負担願います。 
◆ 入金が確認でき次第、入会証等の必要な文書等を送付いたします。 

中国銀行 茶屋町支店（店番号162）  普通預金 ２５０６２６４        
振込口座名義人：特定非営利活動法人つくぼ片山家プロジェクト 理事 滝口美保 

               

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
［事務局欄］ 

 受付 担当理事 台帳・ファイル 備考 

受理日時    紹介者（□無 □有：【         】） 

確認     

 

 

【裏面もご記入ください】 



 

個人情報保護法に基づき、ご提供いただきました個人情報は，ニューズレターや各種案内などを送付するため

にのみ使用し，退会のお申し出とともに適正に破棄いたします。 

特定非営利活動法人 つくぼ片山家プロジェクト  

入会に伴う確認事項・誓約書 
 

特定非営利活動法人 つくぼ片山家プロジェクト 理事長 殿 

 

入会に伴い、下記の事項を履行することにつきを誓約いたします。 

 

記 

１．会費納入及び退会手続き 

会費は退会の申請手続きをしない限り、会員資格は自動更新します。（毎年お支払が必要となります） 

また、原則、退会の際には別紙、退会届を必ずご提出ください。なお、退会の際に未納の年会費等が 

ありましたら精算のうえでの退会となりますことをご了解ください。 

 

２．住所・連絡先等の変更 

 住所や連絡先が変更となりましたら、速やかに当法人事務局にご連絡ください。 

 

３．施設利用時の申請文書作成について 

 施設利用時には別途、文書での申請が必要となります。 

原則、利用日の１か月前に文書で法人事務局への提出が必要となります。なお、正規の方法と異なる 

依頼方法（例：法人担当者への電話での利用申込や、家屋管理人への口頭での利用申込等）では申請

を受理ができません。ご留意ください。 

誓約日：     年     月    日 

 

自著【                               】 

 

 
 


